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○新潟県柏崎市指定地域密着型サービス事業者等指導要綱 

平成25年12月24日告示第173号 

改正 

令和２年12月21日告示第125号 

新潟県柏崎市指定地域密着型サービス事業者等指導要綱 

新潟県柏崎市指定地域密着型サービス事業者等指導要綱を次のように定め、平成26年４月１日か

ら実施する。 

（目的） 

第１条 この要綱は、介護保険法（平成９年法律第123号。以下「法」という。）第23条の規定によ

る措置として行う指導（以下「指導」という。）に関する基本的事項を定め、介護給付及び予防

給付（以下「介護給付等」という。）対象サービスの取扱い、介護報酬の請求に関する事項等に

ついての周知徹底及び遵守を図ることにより、介護給付等対象サービスの質の確保及び保険給付

の適正化を図ることを目的とする。 

（指導対象者） 

第２条 指導の対象は、次に掲げる者とする。 

(１) 法第42条の２第１項に規定する指定地域密着型サービス事業者及び当該指定に係る事業所

の従事者 

(２) 法第54条の２第１項に規定する指定地域密着型介護予防サービス事業者及び当該指定に係

る事業所の従事者 

(３) 法第58条第１項に規定する指定介護予防支援事業者及び当該指定に係る事業所の従事者 

(４) 前３号に掲げる者であった者 

（指導形態） 

第３条 指導は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるところにより行うものとする。 

(１) 集団指導 前条各号に掲げる事業者及び当該指定に係る事業所の従事者並びにこれらであ

った者（以下「サービス事業者等」という。）を指導の内容に応じて一定の場所に集め、講習

その他の方法により行う。 

(２) 実地指導 市が単独で行う指導（以下「一般指導」という。）又は市が厚生労働省若しく

は県と合同で行う指導（以下「合同指導」という。）により、サービス事業者等ごとに当該サ

ービス事業者等の事業所において、面談その他の方法により行う。 

（指導対象者の選定） 
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第４条 市長は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるところにより指導の対象となる

サービス事業者等を選定するものとする。 

(１) 集団指導 介護給付等対象サービスの取扱い、介護報酬請求の内容、制度改正内容及び過

去の指導事例等に基づく指導内容に応じて選定する。 

(２) 実地指導 

ア 一般指導 次に掲げる基準により選定する。 

(ア) 国の示す指導重点事項に基づき、指導が必要と認められる。 

(イ) 苦情、相談、事故等があり、指導が必要と認められる。 

(ウ) 前回の指導の結果、改善状況の確認など引き続き実地で指導する必要があると認めら

れる。 

(エ) 必要な外部評価を受けていない。 

(オ) 他事業所で問題が発生したサービス事業者等が運営する同種の事業所である。 

(カ) 介護給付等の算定要件を実地で確認及び指導する必要がある。 

(キ) 新たに介護給付等対象サービスを開始してからおおむね１年以上２年未満である。 

(ク) その他特に実地指導が必要と認められる。 

イ 合同指導 一般指導の対象としたサービス事業者等の中から選定する。 

（指導の通知） 

第５条 市長は、指導対象となるサービス事業者等を選定したときは、集団指導にあっては集団指

導実施通知書（別記第１号様式）により、実地指導にあっては実地指導実施通知書（別記第２号

様式）により当該サービス事業者等に通知するものとする。 

（実地指導後の措置） 

第６条 市長は、実地指導の結果、改善を要すると認められる事項及び過誤により調整を要すると

認められる介護報酬がある場合には、当該サービス事業者等に対して実地指導結果通知書（別記

第３号様式）によりその旨を通知するとともに、期限を定めて改善状況報告書（別記第４号様式）

の提出を求めるものとする。 

（監査への変更） 

第７条 市長は、次に掲げる場合においては、新潟県柏崎市指定地域密着型サービス事業者等監査

実施要綱（平成25年12月告示第174号）に定めるところにより監査を行うものとする。 

(１) サービス事業者等が正当な理由なく実地指導を拒否した場合 

(２) 実地指導中に次に掲げる事実を確認した場合 
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ア 当該サービス事業者等が提供する介護給付等対象サービスの利用者等の生命又は身体の安

全に危害を及ぼす恐れがある著しい運営基準違反 

イ 介護報酬の著しく不正な請求過誤 

（関係機関との連携） 

第８条 市長は、厚生労働省、県及び他の市町村との連携を図り、及び必要な情報交換を行うこと

により、適切な指導に努めるものとする。 

（委任） 

第９条 この要綱に定めるもののほか、指導に関し必要な事項は、市長が別に定める。 

前 文（抄）（令和２年12月21日告示第125号） 

令和３年１月１日から実施する。 

附 則（令和２年12月21日告示第125号） 

（経過措置） 

１ この告示の施行の日前に既にそれぞれの改正前の告示の規定によってなされた手続又は提出さ

れた申請書等は、それぞれの改正後の告示の規定によってなされた手続又は提出された申請書等

とみなす。 

２ この告示の施行の際現に残存する申請書等は、当分の間、そのまま使用し、又は所要の修正を

加えて使用することができる。 
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別記 

第１号様式（第５条関係） 
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第２号様式（第５条関係） 
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第３号様式（第６条関係） 
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第４号様式（第６条関係） 

 


